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育所の   「  その保   その保育  その保育所の長 がその月初日に  ．Z・「71E土¶R  基本分  l   】   その保 育所の  その保育 所のその  そのI未＝胃桝の畏 がその月初日に  その月初目  基．本牟  
所在す  所在す  

l  

る地域 区分   
無給）の区分   加算分  加算分  加算刀  加算刀  る地域 区分  月初日の 定員区分  おいて設置又は 未設置（欠員・ 無給）の区分  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  刀  刀  田  

円  円  

乳  児    適量長塑  乳  児    一迫巨⊥皇迫  

1，2歳児  旦」邑坐  姐迫  乙弘9  むこ担  乙堅坦  設 置  1，2歳児  弘ユ迎  旦且迫  ム弘旦  皇⊥ヱヱ旦  ⊇⊥旦旦9  設 置  
3 歳 児  呈4ユユ遡  旦1呈ユ旦  呈⊥芸坦  之之呈旦  」主j迫  3 歳 児  三迫▲旦坦  旦且姐  乙ヱ建  乙呈！迫  ⊥ぷ坦  

上吐△  4歳以上児  27760  2550  2120  」封担  850  151人  4歳以上児  呈⊥迫旦  乙墨迫  乙と迎  ⊥蚕坦  旦亘旦  

以上  乳  児   以上  乳  児  1皇≧止辿  ●●●●  土旦⊥旦；迫  J迫丘坦  乙旦坦  

1，2歳児  ヱ泌迫  姐担  む堅迫  亘⊥迎  uj迫  1，2歳児  二迫且担  私選泣  亘止堕  旦且担  遇  

未設置  未設置  

4歳以上児  25250  2250  ム旦迫  」墜坦  750  4歳以上児  三迫ヱ迫  乙呈旦9  ム旦坦  ⊥＿塾坦  三三迫  

乳 児  

設 置  1，2歳児  
3歳児  

）  4歳以上児   

皇  乳 児  

1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳  児  裏迫丘迫  呈出廷臣  週  土呈⊥亘亘旦  鮎退旦  乳  児  上組  j道道姐  過  昆長生旦  姐坦  

1，2歳児  逓且且建  吐1製坦  む堕旦  ●l  呈⊥ヱ旦旦  設：置  1，2歳児  遁4⊥呈皇9  土⊥辺  且裏坦  乙蚕坦  遇  設 置  

41人  3 歳 児  迅  む辺  辿坦  立退旦  呈⊥旦亘立  3 歳 児  亘⊥邑皇位  旦上組  塁上迫  皇遡  呈⊥旦旦旦  

から  4歳以上児  51750  5430  生蚕坦  過  上遁主旦  45人  4歳以上児  弘退廷  む鎚  皇1旦迫  旦。旦主旦  と且迎  

45人  乳  児   まで  乳  児  主立ユ迫  土ヱ丘≡迫  主且工担  土⊥工担  亘⊥旦邑旦  
まで  1，2歳児  旦姐迫  ユ且遇  む弘旦  む弘旦  旦．4！迫  1．2歳児  旦迎  週退廷  乳量建  包旦担  呈⊥旦！迎  

未設置  未設置  

4歳以上児  4旦L鮎旦  姐迫  過  乙訟坦  主題  4歳以上児  史止辺  旦週  旦⊥旦旦旦  ⊇J旦坦  ⊥裏坦  

乳 児  

1，2歳児  

皇  設 置    3歳児  
4歳以上児   

亘  乳 児  
1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳  児  適包旦迫  退避  土建坦  週且辺  皇⊥旦⊇旦  乳  児  土弘之飽  j逼迫乙旦  ユ旦⊥鎚迫  過  迎  

1，2歳児  塑▲退迫  迫旦塑  邑旦建  乙迎  呈⊥む担  設 置  1，2歳児  三退」且担  』止迎  邑題迫  三通皇旦  迫担  設 置  

51人  3 歳 児  立通！迫  む生娘  包旦坦  退迫  旦遇迫  46人  3 歳 児  弘ユ坐  む旦≧坦  生壁旦  旦L弘旦  」邑旦旦  

から  4歳以上児  避止坦  姐迫  旦且建  乙」迫9  呈遡  から  4歳以上児  旦亘⊥亘皇旦  出塑  旦』迫  旦⊥迎  1L巨旦旦  

60人  乳  児  適且ぷ迫  址．呈呈旦  出坦  旦」≡担旦  旦且姐  60人  乳  児  上皇⊇止坦  土乙巫坦  主立ぷ坦  出止辺  迎  

まで  1，2歳児  j迫迫辿  旦ヱ辺  軋と担  旦⊥亘旦旦  ム≧互9  まで  1．2歳児  5迫▲聖坦  旦上皇旦  ＆遇  呈上主旦  呈⊥遇  

未設置  未設置  

4歳以上児  三迫ヱ坦  姐坦  呈上旦9  辿坦  旦ユ辺  4歳以上児  三迫退塾  乙邑主旦  乙⊥坦  乙互生旦  ⊥旦辺  



改 正 後  改 正 前  

その保  その保育所の長  その保  その保育所の長  

育所の   その保育   がその月初日に  その月初日  基本分  育所の   その保育    がその月初日に  その月初日  基本分  

所在す  所のその 月日の  おいて設置文は  の入所児童  所在す  所のその  
初       ∠   （第1欄）  120％  100ワ〈  80％  40％  る地域   

定見区分   加分  区分   無給）の区分  加算分  加算分  加算分  加算分  
区分  

円  
円  円  円  円  円  

乳 児  
1．2歳児  

亘  
設 置    3歳児  

4歳以上児  

乳 児  
1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳 児  
1，2歳児  

設 置    3歳児  
，  4歳以上児   

j  乳 児  
1．2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳  児  主星主止≧旦  土工．旦皇旦  迅L皇旦旦  比良亘旦  旦丘坦  乳  児  追」史坦  主ヱ且姐  出止邑旦  址遡  む堕旦  

1．2歳児  旦旦．亘と旦  臥邑坦  乙坦旦  垣遥坦  旦⊥主塑  設 置  1．2歳児  羞迫』迫  且旦担  t…●  姐坦  旦⊥と星空  
設 置  

3 歳 児  生』迫  皇道辺  旦．旦坦  之且辿  土』迫  61人  3 歳 児  皇≧遡  も遜迫  姐迫  乙堅迫  山鹿  
81人  

その他  
その他  4歳以上児  述止！迫  旦追姐  旦且迫  呈⊥4主旦  1遥迫  

地域   乳  児   地域  乳  児  出血遜迫  ‘迫L生娘  土建坦  呈且望泣  亘1生迫  

まで  1，2歳児  旦皇▲旦迎  辿迫  迅迫  姐迫  乙彗坦  まで  1，2歳児  塾長坐  旦．公坦  ム裏坦  旦』迎  乙皇三迫  

未設置  未設置  

4歳以上児  31870  3040  2540  2030  1010  4歳以上児  弘道坦  辿迫  Z⊥旦；迫  迎  ム旦迫  

乳 児  
1．2歳児  

旦  
設 置   

4歳以上児   

主  乳 児  

1．2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳 児  
1，2歳児  

設 置    3歳児  
4歳以上児   

1皇旦△  乳 児  
まで  1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   
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民間側沌苅障う・毒草∝音質刀り昇各貝   
「l  その保 音所の  その保育 所のその  その保育所の長 ネく．才一〝＝ヨ加‖∃い ／ノーし●′ノJlノノ【■－  ネの日加1日  基杢令  

l   l   

その保 軍学？  その保育 声斤の子・の  七■の1兼首伊「〝J長 がその月初日に ■－・・一‾吾つ′■■▼■「■ノーL  その月初日 ／Tヽ1」R  基本分 ノ女単価  

（第2欄）  

所在す  月日の  おいて設置文は  の入所児童  初       ゝ    120％  100％  80％  40％  
る 区分  定員区分   加分  伊ー征丁  月初日の  わ〉－し肌置又lよ 未設置（欠員・  りノ＼所児童 の牢齢区分  保戸． （第1欄）  12．0％  10．0％ 8．0％ 4．0％  加算分  加算分  加算分  加算分  

円  円  

乳  児    と皇亘』二坦  乳  児    土製⊥呈上旦  

1．2歳児  姐  越  工芸坦  皇蓬！辺  乙皇祖  設 置  1，2歳児  墜1旦二迫  弧坦  ム且退  亘▲堅迫  過  

111人   設 置  91人  3 歳 児  迫且迫  呈⊥皇塾  之L旦坦  遇  ⊥逗坦  

万  4歳以上児  30190  Z840  旦且建  ム旦塑  940  から  4歳以上児  遡上二迫  乙塾担  乙且辺  ⊥旦旦旦  迦担  

120人  乳  児   120人  乳  児  上皇」む坦  1乙二ご坦  上辺止5迫  ユ且丘乏旦  む呈旦旦  

まで  1，2歳児  姐  む退迫  姐迫  亘丘王立  乙乙∈迫  まで  1，2歳児  塑ヱ辿  邑1呈互生  む皇坦  む五坦  ⊇ユ堕  

未設置  未設置  

4歳以上児  26540  2400  迎  」巨旦旦  800  4歳以上児  呈旦L亘呈9  呈1旦坦  乙迎  ム鎚坦  旦坦  

乳 児  

設 置  1，2歳児  

週⊥△  3歳児  
から  4歳以上児   

乳 児  
1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳 児  

1，2歳児  

主旦1△  設 置    3歳児  
から  4歳以上児   

裏且△  乳 児  

まで  1．2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   

乳  児  主盟退亘立  遇  」迫遡  通過迫  む㌫坦  乳  児  迅迎  追越  』昆塑  土虹色坐  互旦豊丘  

1，2歳児  匙止坐  乱立廷  ム⊥辿  亘1鎚迫  呈遡  1，2歳児  坦丘皇旦  臥≡追旦  乙裏迫  迎  乙旦迫  
設 置  

141人  
設 置  ‾  3 歳 児  辿L主旦旦  過  乙五坦  旦之建  主⊥迦  121人  

4歳以上児  27970  之⊥主星旦  乙遇  ⊥辺  860  から  4歳以上児  呈ヱ⊥璧担  乙巨ヱ旦  乙ユ∠坦  ⊥弘旦  旦亘旦  

150人  乳  児   150人  乳  児  週旦ヱ辿  主む旦主旦  ．迫迫迫  ユ且A迫  も迎  

まで  1，2歳児  正道迎  軋裏坦  む鮎旦  む越  遇  まで  
未設置  

1，2歳児  ヱヱ▲ヱ迎  むとZ旦  ●；●  む坐旦  乙迎  

未設置  3 歳 児  呈⊥呈迎  乙堕旦  呈止辺  ⊥旦王立  四  

4歳以上児  姐  遇  ユ」邑亘旦  ム英独  と担  4歳以上児  呈旦良迎  遇  ム旦姐  土⊥皇旦旦  去担  

乳 児  

設 置  1，2歳児  
3歳児  
4歳以上児   

乳 児  
1，2歳児  

未設置    3歳児  
4歳以上児   



改 正 後  改 正 前  

その保   その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  その保  その保育  その保育所の長   民間施設給与等改善費加算額  
その保育 のその    その月初日  基本分  （第2欄）  所のその    その月初日  基本分 士  （第2欄）  

所  所在す る地域  月初日の  
′」ナ   

区分   所在す る地域  月初日の  おいて設置又は 未設置（欠員・  の入所児童 の年齢区分  保育単価 （第1欄）  12．0％  10．0％  8．0％  4．0％  未設置（欠員・   

円  円  ） 円  円  円  円  
乳 児  
1，2歳児  

設 置    3歳児  
4歳以上児  

』旦△  乳 児  
まで  

未設置  
1．2歳児  

3歳児  
4歳以上児   

乳  児  上皇⊇止生旦  j長巡迫  避退姐  過  亘⊥呈旦旦  乳  児  週ム旦担  主む旦宣g  iヨ⊥之迎  姐  辺迫  

1，2歳児  き泣通過  出迫  乙旦迫  過  乙鎚  設 置  1．2歳児  ヱ腿  む建  L旦迎  亘▲迎  星且主旦  
設■ 置  3 歳 児  追越迫  遇  姐坦  乙上≡迫  ム旦退  

裏ユ△  4歳以上児  姐  呈L生≦坦  む虻旦  土壁坦  墜担  151人  4歳以上児  逆遥迫  呈⊥4！迫  乙9ヱ旦  ⊥堕旦  旦迎  

以上  乳  児  ぷ坦ヱ堕  遁丘坦  呈且堅坦  適止塑  迎  以上  乳  児  遇長盛  避止坦  1⊇．旦旦旦  j且遡  む裏坦  
1．2歳児  ヱ乙呈上迫  腿  如こ担  む生娘  乙臼旦  1，2歳児  江迎  軋ぷ迫  旦1ヱ皇立  過  星ヱ迫  

未設置  未設置  
4歳以上児  姐  姐坦  ム旦坦  ⊥坐旦  ヱ迫  4歳以上児  之皇過迫  過  上道迎  11坐旦  工⊇旦  

l†  

ー  
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改 正 前  改 正 後  

2 保育単価に加える加算額  

その保育所の保育単価は、前項の定めにかかわらず、保育単価表による   
保育単価に次の（1）から（10）までによる額を加算した額とすること。  

2 保育単価に加える加算額   

その保育所の保育単価は、前項の定めにかかわらず、保育単価表による   
保育単価に次の（1）から（10）までによる額を加算した額とすること。   
なお、定点区分「41人から45人まで」及び「46人むら50人まで」は平成2   触ら50人まで」に統合さ   

れる予定であるので留意すること   

（1） 児童用採暖費加算  

（略）  

（1） 児童用採暖費加算  
すべての保育所について、児童用採暖費として次の表に掲げる額を  

加算すること。ただし、その支弁のできる期間は、10月分から翌年3月  
分までに限ること。  
次の表の「旧5級地から旧2級地」までの級地区分は、一般職の職員  

の給与に関する法律等の一部を改正する法律（平成16年法律第136  
号）の施行（平成16年10月28日）前の国家公務員の寒冷地手当に関  
する法律第1条に定める地域とし、「その他の地域」は、旧5級地から旧  
2級地までの地域以外の地域とすること。  

児童用採暖費加算額蓑  （略）  

級地区分  
1，130円   

960円   
590円   
380円  
190円  

旧 5 級 地  

旧 4 級 地  

旧 3 級 地  

旧 2 級 地  

その他の地域  

（2） 寒冷地加算  

寒冷地手当の支給地域に所在する保育所については、次の表に掲  
げる額を加算すること。  
次の表の「支給地域の区分」は、国家公務員の寒冷地手当に関する  

法律（昭和24年法律第200号）第1条第1号及び第2号に定める地域と  
すること。   

（2） 寒冷地加算   

（絡）  



改 正 後  改 正 前  

寒冷 地加 算 額表  寒 冷 地 加 算 額 表   

その保育所のその月初日の定員区分  その保育所の  その†異音所のそク）月初日の定員区分  
その県有所の  

弘△  坐△  弘△  吐△  ヱ旦△  弘ム  弘△  1鮎＿△  1！上△  週上△  土旦1△  辺上△  旦弘ム  支給 地域の   長がその月初 日において設  そク）月初日 の入所児童  坐A  

支給   長がその月初 日において設  その月初日                                                                          かF  主弘△ か、  171人  まで   生△   から   まで  60人  90人  120人  150人  以上  

区分  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  まで  区分  まで  まで  まで  まで  

円  円  

乳   児   2500   乳   児   2．490   

12歳児  1490  1480  1490  1410  1こI50  1Jl（l  1，210  1190  L主ヱ旦  1，160  1．遇  主．旦坐  1．130  ⊥皇遡  LL建  1，110  1．2歳児  1，480  1．ヰ1（）  1．210  1，160  1．138  1．110  

設 置  設 置  

4歳以上児   4歳以上児   
1故地  1綴地  

乳   児  Z360  2こ160  2こ‡80  2320  2280  2250  2150  2140  2130  2，120  乙出旦  呈⊥主j辿  2，100  呈▲旦担  迎  2．090  乳   児  2．36（】  2．3Zロ  2．150  2，120  2，100  2，090  

12歳児  1350  1350  1370  1310  1270  1240  1140  1130  1120  1，110  Ll！坦  遇  1．090  主⊥型坦  ま．旦旦9  1，080  1，2歳児  1，350  1，310  1，140  l，110  1，090  1．080  

未設置  未設置  

4歳以上児   4歳以上児   

乳   児  2240  2230  2240  2170  2120  2080  1g90  1970  旦⊥堅担  1，940  主▲旦旦9  主1旦星旦  1．9ZO  旦⊥旦呈旦  11旦型  1，900  乳   児  2．230  2．170  1，990  1，940  1．920  1－900  

12歳児  1330  1320  1330  12（；0  1210   1，2歳児  1．320  1，260  1，080  1．030  1，010  990  
設 置  

設 置  3歳児  

4歳以上児   2級地  
4歳以上児   

2級地  
乳   児  2110  21IO  2130  ZO80  204（）  20iO  i930  ⊥里些  ム旦建  1，900  土⊥坦9  出塑  1．880  主蓬辺  土⊥旦匹  1，870  乳   児  2．110  2，080  1．930  1，gOO  1．880  1．870  

1 2歳児  1200  12DO  1220  1170  11こ10  1100  1020  1010  山型  990  980  970  970  四  堕旦  960  1，2歳児  1，200  1，170  1，020  990  970  960  

未設置  未設置  

4歳以上児   4歳以上児   

乳   児  2200  2190  2200  21こ10  2080  2040  1，950  1930  ム些担  1，910  L旦！迫  ム堕旦  1，880  皇遁辺  主」旦Z旦  1．860  乳   児  2，190  2，130  1，950  1．910  1，880  1，860  

12歳児   1．2歳児  1，30D  1．240  1，060  1．020  990  970  
設 置  

．▲i妄  3歳児  

4歳以上児   4歳以上児   
3級地  3級地  

乳 児  2070  2070  ZlOO  2040  2000  1970  1．890  ⊥塑旦  L旦ヱ旦  1．860  皇⊥旦旦9  土壁旦  1，850  1蓬娘  過  1，830  乳   児  2，070  2，040  1，890  1，860  1，B50  1．830  

1 2歳児   1，2歳児  1．180  1，150  1．000  970  960  940  

未設置  未設置  

4歳以上児   4歳以上児   

乳   児  1750  1740  1750  1690  1t；50  1620  1550  1▲旦建  ⊥亘些  1，510  ム萱旦壁  ム巨型  1，49D  出担9  ム皇旦9  1，480  乳   児  1，740  1，690  1，550  1．510  1．490  1．480  

1 2歳児   1，2歳児  1，030  980  840  800  780  770  

設 置  設置  

4歳以上児   4歳以上児   
4級地  4銀地  

乳   児  1¢40  16－iO  1680  1620  1590  1570  1，500  上』坦  1』坦  1，480  L皇ヱ旦  ⊥盟旦  1，460  ⊥生§旦  ⊥！担9  1．450  乳   児  1，640  1、620  1．500  1．480  1．460  l．450  

1 2歳児   1，2歳児  930  910  790  770  750  丁40  

未設置  未設置  

4歳以上児   4歳以上児   
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改 正 前  

（3）単身赴任手当加算  
別に定めるところにより、単身赴任手当加算費を必要とするものと   

認定された場合の保育単価を加算すること。  

（4）事務用採暖費の加算  

北海道に所在する保育所については、事務用採暖費として120円   

を加算すること。  

（5）除雪費加算  

豪雪地帯対策特別措置法（昭和37年法律第73号）第2条第2項の   
規定に基づく地域に所在する保育所については、保育所の建物、   
工作物等の除雪及び雪囲いを行うに要する費用として除雪費5，650   
円を2月分の保育単価に加算すること。   

（6）降灰除去費加算  

活動火山対策特別措置法（昭和48年法律第61号）の規定に基づ   
く降灰防除地域に所在する保育所については、火山の爆発による   
保育所の建物、工作物、敷地等の降灰除去を行うために要する費   
用として1施設当たり降灰除去費138，700円を2月分の保育単価に   

加算すること。  

（7）入所児童（者）処遇特別加算費の加算  

別に定めるところにより、入所児童（者）処遇特別加算費を必要と   
するものと認定された場合の認定額を加算すること。   

（8）施設機能強化推進費の加算  

別に定めるところにより、施設機能強化推進費を必要とするものと   
認定された場合の認定額を加算すること。   

（9）保育所事務職員雇上費の加算  

別に定めるところにより、事務職員雇上費を必要とするものと認定   
された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   

（3）単身赴任手当加算   

（略）   

（4）事務用採暖費の加算   

（略）   

（5）除雪費加算   

（略）  

（6）降灰除去費加算   

（略）  

（7）入所児童（者）処遇特別加算費の加算   

（略）  

（8）施設機能強化推進費の加算   

（略）  

（9）保育所事務職員雇上費の加算   

（略）  



改 正 後   改 正 前   

事務職員雇上費加算単価表   事務職貞雇上費加算単価表   

基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2柵）   基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2欄）   

区分   区分   

円  円  円  円   円  円  円  円   

ー 坐 人  主⊥適旦  130  土建  9  盟   

皇と 人～ 45 人  1，020  120  100  80  40   ～ 45 人  1．020  120  10D  80  40  

坐 人～ 羞迫 人  望泣  出且  毀  迎  迎   

弘 人～ 60 人  760  90  70  60  30   坐人～60人 760 90 70 60 30  

j弘 人～ 迎 人  鎚拉  ヱ旦  宣迫  長迫  三迫   

旦 人～ 旦旦 人  辺  ！迫  辿  盟  迎   

弘 人～ 90 人  510  60  50  40  20   弘人～90人 510 60 50 40 20  

弘 人－100 人  並旦  迎  坐  迎  遁   

裏迫人～裏旦人  出旦  迎  迎  遡  上旦   

111人 ～120 人  380  40  30  30  10   聖人～120人 380 40 30 30 10  

蓑法人～去迫人  ぷ坦  迎  迎  迎  適   

131人～と迫人  迎  迎  迎  迎  』   

土剋人～150人  300  30  30  20  10   主星人～150人 300 30 30 20 10  

ぷ辻人～裏迫人  退迫  迎  迎  迎  週   

迎人～通人  之ヱ旦  迎  ；迫  呈旦  凶   

171人 ～  250  30  20  20  10  逓主人 250 30 20 20 10  

（10）主任保育士の専任加算   （10）主任保育士の専任加算   

別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと認   別に定めるところにより、主任保育士の専任加算費を必要とするものと認   

定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   定された場合には、次の表に掲げる額を加算すること。   

主任保育士の専任加算単価表   主任保育士の専任加算単価表   

基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2柵）   基本分  民間施設給与等改善費加算額（第2欄）   

区分   区分   

円  円  円  円   円  円  円  円   

～ 坐 人  出坦  ヱ坐  旦辿  490  240   

公 人～ 45 人  亘⊥亘主旦  660  550  440  220   ～ 45 人  乙蓮遁  660  550  440  220  

坐 人～ 辿 人  ≦遁姐  壁坦  裏坦  旦坦  裏坦   

邑 人－ 60 人  出迫  490  410  330  160   坐人～60人 丸迎 490 410 330 160  

亘主 人～ ヱ旦 人  呈▲亘坐  迎  ぷ迫  迎  主迎   

ヱ主 人一 塑 人  旦』迫  旦四  辺  呈盟  迎   

弘 人～ 90 人  2，750  330  270  220  110   弘人～90人 2．750 330 270 220 110  

聖 人～主上迫人  乙裏迫  壁坦  塾迫  ぶ迫  坦   

主旦主人～裏旦人  退迫  迎  墨旦  裏坦  坦   

裏ユ人～120 人  2，060  240  200  160  80   弘人～120人 2，060 240 200 160 80  

迎人～迎人  ム鮎坦  呈呈旦  ぶ坦  裏坦  迎   

超人～140人  ⊥辺  ＆坦  よ辺  よ担  週   

辿人～150 人  1，650  190  160  130  60   超人～150人 1，650 190 160 130 60  

避止人～土建人  ム亘互生  遇  ま亘旦  遇  j迫   

避止人～通人  ⊥並立  辺  辿  ユ過  重迫   

171人 ～  1370  160  130  110  50  151人 1，370 160 130 110 50  
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改 正 前  

3 保育単価の特例   
都道府県卸一事又は指定都市若しくは中核市の市長は、す呆育所の運営につ   

いて、特別の事由があるため1及び2による保育単価によることが適当でないと   
認められるときは、厚生労働大臣の承認を得て別に定める保育単価によること   
ができること∩   

4 支弁額の算式及び支弁義務   

市町村は、法第51条第4号の規定により各月その保育所に対し、次の算式に   

よって算定した額の合計額をその月の支弁額として支弁しなければならないこ   

と。   
ただし、私立認定保育所については、次の算式によって計算した額の合計   

額から就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51   
条第4号に規定する保育料額を控除した額をその月の支弁額としてし支弁しな   
ければならないこと。   
なお、算定に用いる入所児童の数は、別に定める場合を除き、その保育所の   

定員をこえないものとすること。  

3（略）  

4 支弁額の算式視び支弁義務  
市町村は、法第51条第4号の規定により各月その保育所に対し、次の算式に   

よって算定した額の合計額をその月の支弁額として支弁しなければならないこ   

と。   
等について」（平成12年月30日児発第2鱒号厚生峯児   

童家庭局長通知舶ナた幼保連携施設   
を構成す榊   

する保育単価等については別に定めるところによること。  
ただし、私立認定保育所については、次の算式によって計算した額の合計   

額から就学前保育等推進法第13条第2項の規定により読み替えられた法第51   
条第4号に規定する保育料額を控除した額をその月の支弁額としてし支弁しな   
ければならないこと。  
なお、算定に用いる入所児童の数は、別に定める場合を除き、その保育所の   

定員をこえないものとすること。   

算式1（略）  算式1（各月初日の入所児童の場合）  

乳児保育単価×その月初日の乳児入所児童数  

1～2歳児保育単価×その月初日の1～2歳児入所児童数  
3歳児保育単価  ×その月初日の3歳児入所児童数  
4歳以上児保育単価×その月初日の4歳以上児入所児童数  

算式2（月途中入所児童の場合）  

乳児保育単価  ×その月の月途中入所日からの関所日数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

1～2歳児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

3歳児保育単価  ×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

4歳以上児保育単価×その月の月途中入所日からの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。   

算式2（略）  



改 正 前  

算式3（月途中退所児童の場合）  

乳児保育単価   ×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  

（25日を超える場合は25日）÷25日  

1～2歳児保育単価×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

3歳児保育単価  ×その月の月途中退所日の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

4歳以上児保育単倣×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式3（略）  

第4徴収金（保育料）基準額  

1基準額の算定方法  

その年度における徴収金（保育料）基準額は、その地方公共団体における各  
月初日の入所児童について、児童単位に、次甲表の各月初日のその入所児  
童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区分によって定める基準額と月  
途中入退所に係る入所児童の次により算定した額の年間の合算額とすること。  

算式1（月途中入所児童の場合）  

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区  
分によって定まる基準額×その月の月途中入所日からの開所日数（25日  
を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

算式2（月途中退所児童の場合）  

次の表のその入所児童の属する世帯の階層及びその児童の年齢の区  
分によって定まる基準額×その月の月途中退所目の前日までの開所日数  
（25日を超える場合は25日）÷25日  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  

第4徴収金（保育料）基準額  
1（略）  

算式1（略）  

算式2（略）  
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保育所徴収金（保育料）基準額表  保育所徴収金（保育料）基準額表  

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分  徴収金（保育料）基準額（月額）   

階層区分   定義  3歳未満児の場合  3歳以上児の場合   

生活保護法による被保護世帯（単給世帯  

を含む）及び中国残留邦人等の円滑な帰  

第1階層    国の促進及び永住帰国後の自立の支援  
0円   0円   

に関する法律による支援給付受給世帯  

第1階層及び第  
第2階層   4～第7階層を  9，000円   6，000円   

除き、前年度分  
の市町村民税の  
額の区分が次の  
区分に該当する  

市町村民税課税  
世帯   

19，500円   16，500円   

世帯   

40，000円未満   
27，000円  

第4階層   30，000円  
（保育単価限度）   

第1階層を除き、  40000円以上   41，500円  
第5階層  

課税世帯であっ  
44，500円  

（保育単価限度）   

て、その所得税  
の額の区分が次   

103000円以上   58，000円  
第6階層  

る世帯   
413，000円未満  

61，000円  
（保育単価限度）   

80，000円  77．000円  
第7階層  413，000円以上  

（保育単価限度）   （保育単価限度）  

（略）  



1 この表の第3階層における地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項   
第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5粂   
第3項の規定は適用しないものとする。  

また、この表の第4階層～第7階層における「所得税の額」とは、所得税法  
（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害   
被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175   
号）の規定によって計算された所得税の額をいう。   
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

1この表の第3階層における地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項   
第2号の所得割を計算する場合には、同喧第314粂の7第1項第1号、第2項、   
同法314粂の8、同法附則第5条第3項及び第5粂の4第6項の規定は適用し   
ないものとする。   

また、この表の第4階層～第7階層における「所得税の額」とは、所得税法  
（昭和40年法律第33号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）及び災害   
被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175   
号）の規定によって計算された所得税の額をいう。   
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  

（1）所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項   

（2）租税特別措置法第41粂第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の   
19の2第1項並びに第41条の19の3第1項  

（1）所得税法第78粂第2項第1号、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び  

第3項  

（2）租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の  
3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41粂の19の3第1  
項   

（3）（略）   

2 （略）  

（3）租税特別措置法等の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第  
12条  

2この表の「保育単価」とは、乳児、1～2歳児、3歳児及び4歳以上児の保育単   
価から民間施設給与等改善費加算額、単身赴任手当加算費、入所児童（者）   
処遇特別加算費、除雪費、降灰除去費及び施設機能強化推進費を控除した   
額をいう。  

3 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定さ   
れた場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる徴収金（保   
育料）基準額とする。  

（1）「母子世帯等」…母子及び寡婦福祉法（昭和39年法律第129号）第17  
粂に規定する配偶者のない看で現に児童を扶養して  
いるものの世帯。  

（2）「在宅障害児（者）のいる世帯」…次に掲げる児（者）を有する世帯をいう。  

①身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条に定める身体障害  
者手帳の交付を受けた者。  

②療育手帳制度要綱（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）に定める  
療育手帳の交付を受けた者。  

③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）  
第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。  

④特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第134号）に  
定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法（昭和34年法律  
第141号）に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者。   

3 （略）  

（1）（略）  

（2）（略）   

（D（略）  

②（略）  

③（略）  

④（略）  



l  l 
（3）（略）  l  l （3）「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法（昭和25年法律  

第144号）に定める要保護者等特に困窮していると市  
町村の長が認めた世帯。  

（略）  徴収金（保育料）基準額（月額）  

階層区分3歳未満児の場合l3歳以上児の場合  

第2階層 0円 0円  

第3階層 18，500円 15，500門  

4（略）  4第2階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前  
児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通  
園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治  

療施設適所部に入所又は児童デイサービスを利用している場合において、次  
表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算し  
て得た額をその児童の徴収金（保育料）の額とする。  

ただし、児童の属する世帯が3に掲げる世帯の場合の第2階層から第3階層  
の第2欄については、3に掲げる徴収金（保育料）基準額により計算して得た  

額とする。  

第1欄 第2欄  第1欄 第2欄   

ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児（略）  ア 上記4に掲げる施設を利用している就学前児徴収金（保育  
竜（該当する児竜が2人以上の場合は、そのう  

ち最年長 
童のうち、年長者（該当する児竜が2人以上の料）基準額表  

のヰーの1人とする∩）  場合は、そのうち1人とする∩）  に定める額  

イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の（略）  イ 上記4に掲げる施設を利用しているア以外の徴収金（保育  
就学前児童（該当する児竜が2人以土壁塩仝  就学前児童のうち、年長者（該当する児竜が2料）基準額表  

は、そのうち最年長のヰ、の1人とする。）  人以上の場合は．そのうち1人とする∩）  ×0．5  

ウ（略）   姐  ウ上記4に掲げる施設を利用している上記以外徴収金（保育  

の就学前児童   
＿≧過上土  

（注）10円未満の端数は切り捨てる。  （注）10円未満の端数は切り捨てる。  

2（略）  2徴収金（保育料）基準額の特例  
その市町村の全地域又は相当地域にわたる災害等の特別な理由により1による基  

準額により難いときは、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の申請に  
基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができること。  




